日本体育大学○○同窓会個人情報取扱要領
（目的）
第1条　この要領は、日本体育大学同窓会（以下「本部」という。）個人情報保護規程（以下「規程」という。）の実施に伴い、規程に従った○○支部同窓会（以下「支部」という。）における個人情報の取扱いの要領を定め、もって個人情報の適正な管理を行うことを目的とする。
（支部個人情報管理責任者）
第2条　支部は、支部会長並びに役職員の中から1名ないし2名の個人情報管理責任者を指名する。
２　　支部の個人情報管理責任者は、支部が管理する個人情報の適正管理に必要な措置の実施、従業者に対する訓練等を行い、適正管理について定期的な評価と監査を行って見直し又は改善を図らなければならない。
３　　支部の個人情報管理責任者は、情報主体から個人情報の収集・提供・管理等について苦情の申出があったときは、みずから対応するものとする。
（個人情報の収集）
第3条　個人情報の収集は規程第4条の定めにしたがって行うほか、名簿等を通じて個人情報を第三者に提供することに情報主体が同意するかどうかを確認して、同意を得た場合は同意書を作成するものとする。
（個人情報の管理）
第4条　支部の役職員は、本部と共同して利用する個人情報又は支部が取得した個人情報を不正アクセスによる漏洩や改ざん、滅失、紛失がないように管理しなければならない。
２　　支部が管理するデータベース情報は、パスワードを設けて特定の役職員に限ってこれを開いて利用することができるようにし、紙ベースの情報は鍵によって密閉できる引き出し等に収納して特定の役職員に限ってこれを取り出せることとしなければならない。
３　　規程第5条（利用目的の遵守）及び第7条（漏洩等の防止と最新の情報の保　　持）に定める管理事項は支部においても同様に取り扱うものとする。
（守秘義務）
第5条　支部の役職員（役職員であった者を含む。）は業務上知りえた支部の個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
２　　規程及び本要領に違反するおそれがあることを発見した支部役職員は、そのことを支部の個人情報管理責任者に報告しなければならない。
３　　支部の個人情報管理責任者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明したときは直ちに本部に報告し、支部において適切な措置を執らなければならない。
（第三者に対する提供）
第6条　第三者から支部に対して名簿の提供その他の個人情報提供の申請があったときは、支部会員かぎりの情報であっても、本部に申請を進達し、同窓会本部の指示を受けて提供の可否および提供の方法を決定する。
２　　個人情報を第三者に提供する際は、情報主体から個人情報の提供に対する同意を得ていることを確認し、又は情報主体から情報の訂正や情報提供の停止を求められたときはこれに応じる旨の記載が付加してあることを確認しなければならない。
（開示・削除請求等）
第７条　情報主体から支部に対して、本人の個人情報について開示、削除・訂正の請求、利用停止の申請等がなされた場合には、規程第10条から第13条の定めに従うが、その場合も前条第１項の規定を準用する。
（外部委託等）
第8条　支部において支部行事の開催、支部名簿の発行その他の必要のため、個人情　　報の取扱いを外部委託業者に委託する場合は、個人情報の保護水準を十分に満　たす業者を選定しなければならない。
２　　支部は、選定した業者と規程第8条に定める秘密保持契約を書面で締結する　とともに、提供する個人情報は必要最小限に限定する。

附　　則
この要領は、○○年○○月○○日から施行する。

※下記の□内については、本部への提出時にご記載いただきたい内容です。

○○同窓会の管理責任者として、日本体育大学同窓会個人情報保護規程並びに、日
本体育大学○○同窓会個人情報取扱要領を遵守し、個人情報の取り扱いをいたします。

役　職：　　　会　　　長　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自著）


役　職：　　　　　　　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自著）
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